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 千歳保健所管内における食中毒の発生について 

 

 記者レクチャー 

  

 の お 知 ら せ 

(実施日時) 

 

 

  発 表 者  

  発表場所  

 

 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１月６日（土）～８日（月）に北広島市内の飲食店で調理・提供

した食事を喫食した 201名中 35名が、７日（日）午前７時頃から下痢、嘔吐

等の症状を呈し、うち 14名が医療機関を受診した。 

千歳保健所の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提

供した食事に限られること、有症者及び調理従事者の便からノロウイルスが

検出されたことなどから、同保健所は本日、当該飲食店を原因施設とする食

中毒と断定した。 

 

 

 

 

 参 考 

   

参考資料：千歳保健所管内における食中毒の発生について 

 

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い 

 

 

 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

(場所) 

本内容は、保健福祉部健康安全局食品衛生課においても同

時に配付する。 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

 

 石狩振興局保健環境部千歳地域保健室（千歳保健所） 

生活衛生課（担当者：今西、秋山） 

ＴＥＬ（代表） ０１２３－２３－３１７５ 

公用スマホ   ０１１－５８５－６１０１  （内線１４４６９） 

０１１－５８５－６１０２  （内線２４７０４） 
 

 

１／１８（木）の発表 

 

【石狩振興局プレスリリース】  



千歳保健所管内における食中毒の発生について 

令和６年（2024年）１月 18日（木）午後１時 

北海道石狩振興局保健環境部 

千歳地域保健室（千歳保健所） 

電話：0123-23-3175 

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課 

電話：011-204-5261 

１ 探知 

令和６年１月 11日（木）午前 11時 30分頃、北広島市民から、同市内の飲食店から購入した弁当を喫

食したところ、喫食者複数名が胃腸炎症状を呈した旨、千歳保健所あてに連絡があった。 

２ 概要 

令和６年１月６日（土）～８日（月）に北広島市内の飲食店で調理・提供した食事を喫食した 201名中

35名が、７日（日）午前７時頃から下痢、嘔吐等の症状を呈し、うち 14名が医療機関を受診した。 

千歳保健所の調査の結果、有症者の共通食は当該飲食店において調理・提供した食事に限られること、

有症者及び調理従事者の便からノロウイルスが検出されたことなどから、同保健所は本日、当該飲食店を

原因施設とする食中毒と断定した。 

３ 発生日時（初発） 

令和６年１月７日（日） 午前７時 00分頃 

４ 有症者数 

35名（通院者 14名、入院者０名） 

※ 有症者は全員快方に向かっている。 

５ 症状 

下痢、嘔吐、発熱（37.0～39.9℃）等 

６ 病因物質 

ノロウイルス 

７ 原因施設 

（１）施設名：良寿
りょうず

し 

（２）所在地：北広島市共栄町１丁目１番地 10 

（３）営業者：有限
ゆうげん

会社
がいしゃ

良寿
りょうず

し（代表取締役 横岡
よこおか

茂樹
しげき

） 

（４）業 種：飲食店営業 

８ 原因食品 

当該施設が１月６日（土）～８日（月）に調理・提供した食事 

※提供メニュー：生寿司、ちらし寿司、刺身、天ぷら、揚げ物（唐揚げ、いなり餃子揚げ）、煮物（煮エ

ビ、青ツブの煮物）等 

９ 対応 

千歳保健所は、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に

関する政令附則第２条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合にお

ける、食品衛生法等の一部を改正する法律第２条の規定による改正前の食品衛生法第 55 条第１項に基づ

き、営業者に対し、令和６年１月 18日（木）から 20日（土）までの３日間、営業停止を命ずるとともに、

施設内の清掃消毒の徹底、衛生管理計画の作成及び従業員の衛生教育などを指示した。 

10 その他 

当該施設は、１月 15日（月）から営業を自粛している。 


